様式第10号(第11条関係)
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　住所

　氏名

	下水道事業受益者負担金減免決定通知書
第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　申請のありました受益者負担金の減免については、次のとおり決定しましたので、彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則第11条第2項の規定に基づき通知します。

彦根市長　　　　　　　　　　印　
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	整理番号
	　
	

	
	
	　
	　
	
	

	
	
	　
	

	
	
	決定区分
	負担区名
	土地の所在
	現況地目
	減免前金額
(円)
	減免率
(％)
	減免額
(円)
	減免後金額
(円)
	減免理由
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	地番
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　


教示
1　この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、彦根市長に対して審査請求をすることができます。
2　この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、彦根市を被告として(訴訟において彦根市を代表する者は彦根市長となります。)、提起することができます。
なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、この処分の取消しを求める訴えは、提起することができなくなります。ただし、1の審査請求をした場合には、この処分の取消しを求める訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
　　表面の「減免理由」の欄については、次の表を参照してください。
	(裏)
	減免理由
	コード
	減免理由
	コード

	
	国
	一般庁舎用地
	02
	事業用地等の提供
	50

	
	
	国立学校用地
	03
	文化財の敷地
	60

	
	
	国立社会福祉施設用地
	04
	特別史跡または史跡
	61

	
	
	警察法務収容施設用地
	05
	私立学校用地
	62

	
	
	国立病院用地
	06
	病院用地
	63

	
	
	有料の国家公務員宿舎用地
	07
	社会福祉施設用地
	64

	
	
	道路、公園、河川、広場等
	01
	児童遊園
	65

	
	地方公共団体
	一般庁舎用地
	11
	境内地
	70

	
	
	公立学校用地
	12
	集会・祭事用土地
	71

	
	
	公立社会福祉施設用地
	13
	墓地
	72

	
	
	公立病院用地
	14
	鉄道用地
	線路敷地
	73

	
	
	有料の地方公務員宿舎用地
	15
	
	踏切敷地
	75

	
	
	遺跡、史跡保存用地
	16
	
	駅前広場
	76

	
	
	公営住宅用地
	17
	
	公衆用道路・水路
	77

	
	
	道路、公園、河川、広場等
	10
	公民館、集会所等の敷地
	80

	
	
	その他公共用財産用地
	18
	消防器具、備品等の格納庫の敷地
	81

	
	国または地方公共団体の普通財産である土地
	20
	私有道路
	82

	
	国の企業用財産である土地
	30
	宅地等開発指導要綱等に適合した開発区域の土地
	83

	
	地方公共団体の企業用財産である土地
	31
	下水道事業の用に供する土地
	84

	
	公の生活扶助等
	40
	その他
	90



